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（別添５） 

補助金に係る消費税等の仕入控除について 

 

消費税の仕入税額控除は、仕入控除の対象とならない事業者（免税事業者等）でない限

り、課税対象消費税額（預かり消費税）から期間中に支払った消費税額（支払い消費税）を

消費税の確定申告により控除できる制度です。  

税制上、補助金は消費税の課税対象となる売上収入ではなく、特定収入となるため、事業

者に消費税を含む補助金が交付された場合、補助金として受けた消費税も事業者の売上げに

伴う預かり消費税の対象にはなりません。  

しかし、補助金として受け補助事業において支払った消費税は、その全部又は一部が支払

い消費税の対象になるため、当該補助事業者は、自らが負担したわけではない補助金分の消

費税についても、補助事業以外における支払い消費税と併せて仕入税額控除を受けることに

なります。  

  このため、補助金の交付決定又は額の確定にあたっては、（１）の計算方法により補助対

象経費から消費税及び地方消費税等相当額（以下「消費税等相当額」という。）を除外した

補助金額を算定し、交付決定又は額の確定を行います。 

  ただし、（２）に掲げる者については、消費税等相当額を含む額で交付決定又は額の確定を

行うことができることとします。 

  

（１）補助対象経費区分毎の計算方法 

 ①人件費（労務費） 

  補助事業者に直接雇用等されている人件費は、課税仕入れとはならないため、消費税等相

当額の除外は行わない。ただし、人材派遣等による人件費は課税仕入れとなるため、消費税

等相当額を除外する。 

 ②事業費等 

 （ⅰ）事業費等の大半は課税仕入れであることをふまえ、経費の合計額に 100/108 を乗じて

補助対象経費を算出することをもって消費税等相当額を除外する。 

 （ⅱ）事業費等に課税仕入れの対象外となる経費が含まれる場合、補助事業者の仕入税額控

除の対象外であることを確認した上で、消費税等相当額を除外しないことができる。 

 ③一般管理費 

 （ⅰ）一定割合により算出する場合、①及び②で算出された消費税等相当額を除外した対象

経費に一定割合を乗じることをもって消費税等相当額を除外したものとみなす。 

（ⅱ）積上げにより積算する場合、②（ⅰ）同様に一般管理費の合計額に 100/108 を乗じて

補助対象経費を算出することをもって消費税等相当額を除外する。 
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（補助対象経費区分毎の計算例）（税率８％の場合） 

【控除前】 

区分 補助事業に要する経費 補助対象経費 
補助金 

（補助率 1/2） 

労務費 1,000,000 1,000,000 500,000 

事業費 1,080,000 1,080,000 540,000 

一般管理費 312,000 312,000 156,000 

合計 2,392,000 2,392,000 1,196,000 

 

【控除後】 

区分 補助事業に要する経費 補助対象経費 
補助金 

（補助率 1/2） 

労務費 1,000,000 1,000,000 500,000 

事業費 1,000,000 1,080,000 500,000 

一般管理費 300,000 300,000 150,000 

合計 2,300,000 2,300,000 1,150,000 

 

（２）補助対象経費から消費税等相当額を除外しないことができる場合 

次の場合については、消費税等相当額を除外することに伴い、自己負担額が増加する等

の理由により補助事業の遂行に支障をきたす可能性が懸念されます。 

このため、交付決定時に次の各項目における確認事項を確認すること及び補助事業終了

後には交付要綱に基づき消費税の確定申告に伴う報告書の提出等を求めることにより、消

費税等相当額を含む額で交付決定又は額の確定をおこなうことができることとします。 

 

（ⅰ）消費税法第５条の規定により納税義務者とならない者 

  【確認事項】 

    納税義務者でないこと 

 

（ⅱ）消費税法第９条第１項の規定により消費税を納める義務が免除される者 
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課税期間（個人事業者：暦年、法人：事業年度）の基準期間（個人事業主：その年の

前々年、法人：その事業年度の前々事業年度）における課税売上高が 1,000 万円以下

であり、課税事業者を選択していないこと。 

ただし、基準期間が１年でない法人の場合、原則として１年相当に換算した金額によ

り判定する。また、新設された法人については、その事業年度の開始の日における資

本金の額又は出資の額が 1,000 万円以上でないこと。 

  【確認事項】 

   ①課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下であること※ 

   ②課税事業者を選択していないこと 

   ③国の会計年度と事業年度等の相違により、補助事業年度途中において課税事業者にな

った場合、交付要綱に基づき消費税に係る仕入控除税額の報告を行うこと 

    ※ただし、課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者であっ

ても、特定期間における課税売上高が 1,000 万円を超える場合には、その年または

その事業年度における納税義務は免除されません。 

  ④特定期間（個人事業者：前年１月１日～６月 30 日、法人：原則として直前期の上半

期）における課税売上高が 1,000 万円を超えないこと  

 

（ⅲ）消費税法第 37 条第１項の規定により中小事業者の仕入に係る消費税額の控除の特例

が適用される者 

    その課税期間の基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下であり、簡易課税制度

を選択していること。 

  【確認事項】 

   ①課税期間の基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下であること 

   ②消費税簡易課税制度選択届出書が提出されていること 

   ③消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されていないこと 

   ④国の会計年度と事業年度等の相違により、補助事業年度途中において課税事業者にな

った場合、交付要綱に基づき消費税に係る仕入控除税額の報告を行うこと  

 

（ⅳ）消費税法第 60 条第４項の規定により国、地方公共団体等に対する仕入れに係る消費

税額の控除の特例が適用される者 

  【確認事項】 

 国の特別会計、地方公共団体の特別会計又は消費税法別表３に掲げる法人（特例民

法法人並びに一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、学校法

人、社会福祉法人等を含む）に該当すること。 
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 （ⅴ）消費税法第 60条第６項の規定により国、地方公共団体の一般会計に係る業務の仕入

れに係る消費税額の控除の特例が適用される者 

  【確認事項】 

    国、地方公共団体の一般会計に係る補助事業であること 

 

 （ⅵ）（ⅰ）から（ⅴ）以外の者であって、特段の理由により、消費税仕入控除税額の報告

及び返還を選択する者 

  【注意事項】 

 補助事業終了後、交付要綱に基づく消費税に係る仕入控除税額の報告を行うこと。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


